
様式第3号(第3面) 

(日本産業規格A列4) 

 

 記載要領 

 

Ⅰ 計画事業所の概要 
 

1 2欄には、事業所で事業開始を予定する日又は許可の有効期間の更新を予定する日及び許可の有効期間の末日を

含む事業年度の終了の日を記載すること。 

2 3欄及び4欄には、企業全体の状況を記載すること。 

3 3欄には、法人の場合には直近の決算時における資産等の状況について、個人の場合には納税期末日における事

業に係る資産等の状況について記載すること。 

4 4欄には、株式会社のみ、持株数の多い順序に従い5名記載すること。 

5 5欄の①は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入の有無について該当する数字を○で囲むこと。 

  また、加入対象となる派遣労働者の不存在(有効期間の更新時においては加入要件を満たさない者の存在を含

む。)による未加入の場合には、加入対象となる派遣労働者の雇用等により加入義務が生じた際に必ず加入する旨、

所定欄に誓約すること。その際には自署にて記載すること。 

 

6 5欄の③のアには、申請日の属する月の前月末日に雇用している全労働者のうち派遣労働者、イには、アのうち

法定の適用除外事由に該当する者も含めた雇用保険未加入の派遣労働者の実人数を記載すること。 

 

7 5欄の⑤のアには、申請日の属する月の前月末日に雇用している全労働者のうち派遣労働者の実人数を記載する

こと。イには、アのうち法定の適用除外事由に該当する者も含めた健康保険未加入の派遣労働者の実人数を、ウ

には、アのうち法定の適用除外事由に該当する者も含めた厚生年金保険未加入の派遣労働者の実人数を記載する

こと。 

8 6欄は、民営職業紹介事業との兼業の状況について該当する数字を○で囲むこと。民営職業紹介事業の許可申請

書を同時に提出する場合又は許可の申請をしているが許可又は不許可の処分がされていない場合は、2を○で囲む

こと。既に民営職業紹介事業の許可を受けている場合又は届出を行っている場合は、当該許可番号・届出番号を

記載すること。 

9 7欄は、請負事業の実施の有無について該当する数字を○で囲むこと。労働者派遣事業と請負の区別については、

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)を参照すること。 

  その際、製造業に分類される事業者であつて、構内請負(発注者の事業所構内において、自社の雇用する労働者

を使用し、生産活動を請け負うことをいう。)を実施している場合は、「うち構内請負の実施」の1を○で囲むこ

と。 

 

 

 

Ⅱ 労働者派遣計画 

 

1 1欄は、派遣労働者の登録制度の有無について該当する数字を○で囲むこと。この場合において、「登録制度」

とは、労働者派遣をするに際し、登録されている者の中から労働者を期間を定めて雇用し労働者派遣をする制度

をいうこと。 

2 2欄について、「無期雇用派遣労働者」とは、労働者派遣法第30条の2第1項に規定する期間を定めないで雇用さ

れる派遣労働者をいうこと。また、「有期雇用派遣労働者」とは、労働者派遣法第30条第1項に規定する期間を定

めて雇用される派遣労働者をいうこと。 

 

3 2欄について、「日雇派遣労働者」とは、労働者派遣法第35条の4第1項に規定する日々又は30日以内の期間を定

めて雇用される派遣労働者をいうこと。なお、30日以内の期間を定めた契約を更新して通算30日を超えるような

場合も含まれるので留意すること。 


